
●都市鉄道等利便増進法案
＜予算関係法律案＞

都市鉄道等の利用者の利便を増進するため、既存の都市鉄道施設の間
を連絡する新線の建設等を行うことによる速達性の向上及び駅施設の整
備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことによる交通結節機能の高度化
を図るための計画制度を創設する等所要の措置を講ずる。

１．速達性向上計画・交通結節機能高度化計画の作成及び国土交通大臣の
認定

・鉄道整備主体及び鉄道営業主体が作成した短絡線の整備等に関する
「速達性向上計画」の認定

・都道府県が組織する協議会が作成した駅施設及び駅周辺施設の一体的
な整備に関する「交通結節機能高度化計画」の認定

２．国土交通大臣の裁定・事業実施命令

・計画の作成に当たって協議が不調の場合における鉄道事業者間の裁定

・計画の認定を受けた鉄道事業者が事業を実施していない場合における
命令

３．鉄道事業法・軌道法・都市計画法の特例

・計画の認定を鉄道事業の許可とみなす、計画に基づく都市計画決定を
義務づける等事業実施の促進のための特例

事業の意義：

（その他、下記「速達性向上計画」及び「交通結節機能高度化計画」の作成に関する基本的事項等を規定）

・新たな
（既存路線に発生する「受益」も活用した施設整備）

・鉄道の営業主体と整備主体が共同で計画を策定
（上記「受益」の額等は国が裁定）

・利用者や地域による提案を制度化

・大規模ターミナルについて、都道府県が協議会を組織
（市町村、鉄道事業者、駅周辺施設の整備者等が参加）

・上記「協議会」において、駅内外の一体的な整備計画
を策定

・利用者や地域による提案を制度化

速達性向上計画 交通結節機能高度化計画

基本方針
（国土交通大臣）

都市計画事業等の事業実施の促進

既存ストックを有効活用しつつ都市鉄道ネットワークの機能を高度化する施設の整備

（速達性の向上） （交通結節機能の高度化）

「受益活用型」の上下分離方式

（鉄道と都市が連携）

都市鉄道等利便増進法案の基本的枠組み

計画認定
（国土交通大臣）

鉄道事業者の事業実施の促進

⇒ 都市鉄道等の利便を増進

により
交通結節機能を高度化

駅内外の一体的整備短絡線整備等
円滑な移動が困難

駅内外の一体性が不十分で

不便な乗換

遠くの乗換駅へ迂回が必要
路線間の接続が不十分で

迂回

乗換

により
速達性を向上

短絡

相互直通化

財政上・税制上の支援措置


